
l医療櫨関ノ薬局は.卸売業者との価格交渉では早期妥緒が見込めない場合

には.多楳な取引方法を検討することが望まれるo

くエlモデル契約書に基づく契約締結の-層の推進

.取引の両当事者が対等な立場に立って公正な取引が行われることを目的とし

て作成された.モデル契約書に基づいた契約を行うとともに.双方ともモデル

契約書の趣旨を尊重し.特に合裡的な理由のない遡及値引きは行わないことが

望ましいo

8.取引当事者それぞれの持つベき基本旺放

くI l医療用医薬品が開発され.医療機関に供給されて患者に使用されるまでにIL

長い開発期問と膨大な開発費用が費やされていること.そして.市場において価

値と価椿が反映された取引が行われることにより.新たな医薬晶開発の原資に充

てられるという循環的サイクルで成り立っていることへの理解とその上に立った

取引の推進が求められることo

く21医療用医薬晶は医療の-環として位置付けられるものであり.生命関連商品と

して.他の商品以上に価格形成.取引条件等についての透明性.公平性の確保が

求められていることo

く3J卸売業者と医療機関J薬局の取引における未妥結.仮納入や総価取引の改善に

当たって.適正な仕切価水準の設定や割戻しJアロ-アンスの適切な運用など.

メ-力-.卸売某者間の取引の改善が求められていること.

く4Jメ-力-は.公的保険制度下での医薬晶の適正な涜通を確保する上で.卸売業

者の自主性.自立性を尊重した取引に努めることが求められていること.

く51卸売業者は.取引当事者としての自立性.主体性を確立し.メ-力-との取引

及ぴ医療機関ノ薬局との取引において信頼を得るための取租が求められているこ

とo

く61公的保険制度下においては.現行薬価制度の信頼性を確保する観点から.早期

妥結及ぴ単品単価契約が求められていることo


